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熊
本
労
働
局
で
は
、
年
度
更

新
に
必
要
な
書
類
を
６
月
１
日

ま
で
に
事
業
主
の
皆
さ
ま
へ
送

付
す
る
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。

今
年
度
の
申
告
・
納
付
の
期
間

は
７
月
12
日
ま
で
と
な
っ
て
お

り
、
熊
本
労
働
局
労
働
保
険
徴

収
室
又
は
最
寄
り
の
労
働
基
準

監
督
署
、
も
し
く
は
日
本
銀
行
歳
入
代
理
店
の
金
融
機
関

か
郵
便
局
で
申
告
・
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
６
月
21
日
か
ら
７
月
12
日
に
か
け
て
県
内
各

地
で
集
合
受
付
会
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
「
労
働
保
険
概

算
・
確
定
保
険
料
申
告
書
」
を
作
成
の
う
え
、
集
合
受

付
会
場
に
て
申
告
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　

年
度
更
新
手
続
き
を
怠
り
ま
す
と
、
「
国
」
で
保
険
料

を
決
定
す
る
ほ
か
、
追
徴
金
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
期
限
内
に
申
告
・
納
付
さ
れ
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
労
働
保
険
（
労
災
保
険
・
雇
用
保
険
の
総
称
）

は
、
農
林
水
産
業
の
一
部
を
除
い
て
、
一
人
で
も
労
働

者
を
雇
用
し
て
い
る
場
合
は
、
必
ず
加
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
制
度
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
事
業
主
の
皆
さ
ま
で
、
ま

だ
労
働
保
険
の
加
入
手
続
き
を
済
ま
さ
れ
て
い
な
い
場

合
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
阿
蘇
（　

２
２-

８
６
０
９
）
に

ご
相
談
の
う
え
、
速
や
か
に
加
入
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
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働
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険
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　学校における「いじめ」・家庭内における「児

童虐待」等依然として数多く発生しています。

　子どもをめぐる様々な人権問題の解決のために、

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実施

します。

　期間　６月２８日（月）から７月４日（日）

　　　　までの７日間

　時間　平日：午前８時３０分から午後７時まで

　　　　土日：午前１０時から午後５時まで

　　　「子どもの人権１１０番」専用相談電話

　　　　　　　　　　０１２０-００７-１１０

　相談担当者　人権擁護委員・法務局職員

　相談内容　　いじめ、暴力、虐待、体罰等

　　　　　　　子どもをめぐる様々な人権問題

※相談内容についての秘密は厳守します。

　なお、熊本地方法務局では、月～金曜日の午前

　８時３０分から午後５時１５分まで、常時、同

　じ専用電話で相談に応じています。

　６月１８日から借入れのルールが大きく変わ

ります。

　賃金業法の主な改正内容は次のとおりです。

①借入総額が「年収の３分の１」を超える場合、

　新規の借入れができなくなります。

②借入れの際、基本的に、年収を証明する書類

　が必要となります。

③専業主婦（主夫）の方は、配偶者の年収を証

　明する書類、配偶者の同意書、配偶者との婚

　姻関係を証明する市町村長の証明書（住民票

　等）などが必要です。

④借入れの上限金利が、借入金額に応じて１５

　～２０％となります。

借入れや返済のお悩みは、

　九州財務局多重債務相談窓口（　096-351-0150）

　又は、熊本消費生活センター（　096-383-0999）

法律等のお問い合わせは、

　九州財務局金融監督第三課（　096-353-6351）

　又は熊本県食の安全・消費生活課

　（　096-333-2309）までお電話ください。

あなたは大丈夫？キャンペーン

～賃金業法が大きく変わります！～

全国一斉

　「子どもの人権110番」

　　　　　　　　強化週間

労働保険年度更新についてのお知らせ

～平成22年度の労働保険年度更新手続きは７月１２日まで～


